
　岸田首相が掲げた「異次元の少子化対策」の財源の一部
として、医療保険の保険料に上乗せする案が検討されてい
る。私たちが納める社会保険料がまた上がるかもしれない。
　医療保険は、わが国の社会保険の一つであり、病気やケ
ガなど、生活の困難をもたらす様々な事故（保険事故）に遭
遇した場合に一定の給付を行い、生活の安定を図ることを
目的とした公的な保険制度である。社会保険には、医療保
険のほか、年金保険、介護保険、雇用保険、労働者災害補償
保険がある。
　社会保険の主な特徴として、①国民全体の連帯を可能に
するため強制加入である、②所得再分配による国民生活の
安定にも寄与する、③税とは異なり社会保険料の負担と給
付が結び付いており負担に対する同意を得やすい、といっ
た点があげられる。
　社会保険料は、そうした社会保険の給付（以下、社会保障
給付費）を賄う主要財源であり、原則として、被保険者（労働
者や自営業者等）と事業主（企業や個人事業主）で負担して
いる。他方で、社会保険料の賦課対象は、 主に給与や賞与
であるため、現役世代の所得に偏っており、高齢者が比較
的多く保有する金融資産等を踏まえて賦課する仕組みと
なっていない。

　近年、急速な少子・高齢化の進展に伴い、総人口は減少
傾向にあるものの、65歳以上の高齢者人口は増加の一途
をたどっている。国立社会保障・人口問題研究所の日本の
将来推計人口（令和5年推計）によると、2023年の高齢化率

（65歳以上の人口が総人口に占める割合）は29.2％で、
1995年14.6％から倍増する。実におよそ3人に1人が65
歳以上という社会構造である。
　1995年に65兆円だった社会保障給付費は2023年度予
算ベースで約134兆円に膨らんでいる。この給付費を社会
保険料78兆円と公費（国・地方の税等）53兆円、概ね3:2の
割合で賄っている。
　次に、勤労者世帯の家計ベースでみてみよう（資料1）。家
計調査によると、2000年から2022年にかけて直接税（所

社会保険料とは

今後も膨張する社会保障給付と負担

得税・住民税等）は、48万円から59万円（約1.2倍）に増加す
る一方、社会保険料は、58万円から81万円（約1.4倍）とそ
れを上回る増加となっている。この間、所得は675万円から
741万円（約1.1倍）と僅かしか増えておらず、所得に対する
負担割合も高まっている。
　では、今後の見通しはどうか（資料2）。政府の将来見通し
によると、2040年には社会保障給付費が190兆円程度に
なると予測している。これを賄う社会保険料は、2040年に
は107兆円となっており、現在のおよそ1.4倍に増えると見
込まれている。
　今後も高齢化が進むことから、社会保障給付費の増加は

なぜ現役世代の社会保険料は上がり続けるのか
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資料1 勤労者世帯における社会保険料の推移

（注）二人以上の世帯のうち勤労世帯
（出所）総務省「家計調査」より第一生命経済研究所作成

資料2 社会保障給付費の負担の見通し

（注） 経済前提 ： ベースラインケース、医療介護の前提：計画実現シミュレーション、医療単
価②（賃金・物価変動をベース）

（出所） 厚生労働省「社会保障の給付と負担の現状」、内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省
「2040年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）」（2018年５月）
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必至である一方、少子化により現役世代の人口が減少して
いくため、個々人の負担がさらに重くなることは避けられ
ないだろう。

　そこで、公的年金では、会社員や公務員が加入する厚生
年金の保険料率が2017年9月より18.3％（労使折半）に固
定されるとともに、現役世代の減少や平均余命の伸びに合
わせて年金の給付水準を自動的に調整する仕組み（マクロ
経済スライド）が導入されたため、給付の伸びは抑えられて
いる。
　一方で、医療保険はどうか。私たちが加入する医療保険
には、被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度と
いう3つの体系があり、年齢や就労状況等によって加入先
が異なる。会社員とその家族が加入する被用者保険には、
健康保険組合（健保組合）や全国健康保険協会（協会けん
ぽ）、共済組合があり、主に現役世代中心の制度といえる。
　その被用者保険から、高齢者医療（75歳以上が加入する
後期高齢者医療制度と65～74歳の前期高齢者医療）に振
り向けられる財政支援は年間約10兆円となっている。つま
り、高齢者医療への支援も含め医療費が増えれば、それを
賄うために社会保険料は自動的に増加するといった構造に
なっている。
　こうした実情を反映して、例えば、健保組合の保険料収入
に占める高齢者医療への負担割合は平均で4割を超えてお
り、さらに5割を超えて支援を行う健保組合も全体の2割程
度ある。健保組合の平均保険料率は、高齢者医療制度が導
入される前の2007年度の7.3％から2023年度には9.3％
に2ポイント上昇している。
　わかりやすく例えると、単に自身と家族の医療費を賄う
だけであれば、今の半分程度の社会保険料で賄えることに
なる。残りは、現役世代から主に高齢者医療への「仕送り」に
使われているわけだ（資料3）。
　なぜこのようなことが起きるのだろうか。例えば、65歳以
上の一人当たり医療費は年間約73万円、65歳未満は約18
万円と4倍程度の開きがあり、年齢によって大きく異なる。
かかった医療費をそのまま請求すれば、高齢者世代ほど大
きな社会保険料負担がのしかかることになる。

医療保険の保険料負担の実情

　社会保険料の本来の水準は、保険リスクに対して受け取
る保険金や現物給付の程度に応じて決められ、給付と負担
の関係が明確でなければならないが、特に公的医療保険や
介護保険は、負担した社会保険料に対して、リスクに見合っ
た給付を受け取る保険の仕組みと、世代間扶助としての所
得再配分の仕組みが混在している。

　このように、増加する社会保障給付費を減少する現役世
代で負担していくためには、現役世代や企業の社会保険料
の増加は避けられない。一方で、前述したように、現役世代
や企業の負担する社会保険料の約半分以上を65歳以上の
医療費に納付する実態は公的保険制度といえども納得感
が得られるだろうか。
　世代間の助け合いを否定するものではないが、政府が
推進する全世代型社会保障の観点から、高齢者も含め国民
全体に対し能力に応じた負担を求めるなど、社会保険料負
担が特定の世代に過重なものとならないよう留意する必
要がある。現役世代の社会保険料は、給与天引きされるた
め、世論から反発を受ける可能性が高い増税と比べ、取り
やすいという指摘もある。冒頭に取り上げた「異次元の少
子化対策」の財源を社会保険料に求めるという点について
も、本来、給付と負担の対応関係が明確であるはずの社会
保険の理念に見合うものなのか、負担者に納得のいく説明
が求められよう。

求められる全世代型社会保障と負担の納得感

資料3 健保組合の経常支出の内訳

（注）2023年度の1380組合の財政状況の推計
（出所） 健康保険組合連合会「令和5年度健康保険組合予算編成状況－早期集計結果（概

要）」より第一生命経済研究所作成
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